
     

令

和

七

年

六

月 

        
 

 

令
和
七
年
六
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
議
案
第 

一 

号 
 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る 

法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
頁 

議
案
第 

二 
号 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

７
頁 

議
案
第 

三 

号 
 

文
京
区
景
観
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第 

四 

号 
 

文
京
区
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
制
度
に
お
け
る
説
明
義
務
の
対
象 

と
な
る
建
築
物
の
用
途
及
び
建
築
の
規
模
を
定
め
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

議
案
第 

五 

号 
 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

議
案
第 

六 

号 
 

文
京
区
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第 

七 

号 
 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第 

八 

号 
 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す 

る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第 

九 

号 
 

文
京
区
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第 

十 

号 
 

文
京
区
立
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
十 

一
号 

 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
十 

二
号 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
低
層
及
び
高
層
用
昇
降
機
設
備
改
修
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
十 

三
号 

 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
十 

四
号 

 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

目 
 

 
 

 

次 

25 19 17 15 29 31 13 21 33 35 37 39 



議
案
第
十 

五
号 

 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 
議
案
第
十 

六
号 

 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 
議
案
第
十 

七
号 

 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
十 
八
号 

 

文
京
区
立
湯
島
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
十 
九
号 

 

文
京
区
立
大
塚
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
二 

十
号 

 

文
京
区
立
白
山
東
児
童
館
・
白
山
東
会
館
改
修
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

 

41 51 43 45 47 49 
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議
案
第
一
号 

 
 

 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
十
月
文
京
区
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

   

   

十
二 

区
長 

十
一 

区
長 

文
京
区
私
立
幼
稚
園
等
園
児
保
護
者
負
担
軽
減
補
助
金
交
付
要
綱
（
二
〇
一
九
文
子
幼
第
五
千
五
百
六

十
四
号
）
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 文
京
区
施
設
等
利
用
費
の
支
給
及
び
認
可
外
保
育
施
設
保
護
者
負
担
軽
減
補
助
金
交
付
要
綱
（
二
〇
一

九
文
子
幼
第
三
千
五
百
五
号
）
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

あ 

 

十
二 

区
長 

文
京
区
施
設
等
利
用
費
の
支
給

及
び
認
可
外
保
育
施
設
保
護
者

あ
あ 

住
民
票
関
係
情
報
又
は
地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も

の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ 

 

別
表
第
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 
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付 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
に

基
づ
き
、
個
人
番
号
を
利
用
す
る
事
務
を
追
加
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

十
三 

区
長 

 

文
京
区
私
立
幼
稚
園
等
園
児
保

護
者
負
担
軽
減
補
助
金
交
付
要

綱
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ 負
担
軽
減
補
助
金
交
付
要
綱
に

よ
る
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

住
民
票
関
係
情
報
又
は
地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も

の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ 
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議
案
第
二
号 

 
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
七
条
中
「
又
は
扶
養
控
除
額
」
を
「
、
扶
養
控
除
額
又
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
若
し
く
は
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
、
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
四
項
」
に
改

め
、
「
扶
養
控
除
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族

を
い
う
。
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
八
十

五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
一
千
万
円
」
を
「
千
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
扶
養
親
族
」
の
下
に
「
又
は
特

定
親
族
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
者
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職
手
当
等
に
係
る

所
得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
扶
養

親
族
」
の
下
に
「
又
は
特
定
親
族
」
を
加
え
る
。 

付
則
第
二
条
の
二
の
三
を
削
り
、
付
則
第
二
条
の
二
の
四
を
付
則
第
二
条
の
二
の
三
と
す
る
。 

付
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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（
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
七
条 

令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
次
項

に
お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
四
十
七
条
第
一
号
オ
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
を
い
い
、

第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
第
四
十

九
条
第
一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
（
第
四
十
七
条
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
紙
巻
た
ば
こ
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
葉
た
ば
こ
を
い
う
。
）
を
原
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を

紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
材
料
の
も
の
で
巻
い
た
加
熱
式
た
ば
こ
（
当
該
葉
た
ば
こ
を
原
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を

施
行
規
則
附
則
第
八
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
直
接
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
） 

当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
（
フ
ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
施
行
規
則
附
則
第
八
条
の
四
の
三
に
規
定
す
る
も
の
に
係

る
部
分
の
重
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
〇
・
三
五
グ
ラ
ム
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の

一
本
に
換
算
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
一
本
当
た
り
の
重
量
が
〇
・
三
五
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
一
本
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換
算
す
る
方
法 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
加
熱
式
た
ば
こ 

当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
の
〇
・
二
グ
ラ
ム
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一

本
に
換
算
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
一
個
当
た
り
の
重
量
が
四
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
一
個
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
二
十
本
に
換
算
す
る
方
法 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
加
熱
式
た
ば
こ
の
う
ち
同
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
及
び
同
項
第
二
号
た
だ
し

書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の
の
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お
け
る
計
算
は
、
売
渡
し
等

が
行
わ
れ
た
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
一
個
当
た
り
の
重
量
に
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
重
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量
を
同
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。 

３ 
前
項
の
計
算
に
関
し
、
同
項
の
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
一
個
当
た
り
の
重
量
に
〇
・
一
グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
と
併
せ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の 

二 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

と
併
せ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

つ
て
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
み
の
品
目
の
も
の 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。 

一 

付
則
第
七
条
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
三
条
の
規
定 
令
和
八
年
四
月
一
日 

二 

付
則
第
二
条
の
二
の
三
を
削
り
、
付
則
第
二
条
の
二
の
四
を
付
則
第
二
条
の
二
の
三
と
す
る
改
正
規
定 

公
益
信
託
に
関
す

る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日 

 

（
区
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
及
び
第
二
十
三
条
第
一
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項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
区
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
分
ま
で
の
区
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 
令
和
八
年
度
分
の
区
民
税
に
係
る
申
告
書
の
提
出
に
係
る
新
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た

だ
し
書
中
「
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
定
親
族
特
別
控
除
額
」
と
す
る
。 

３ 

新
条
例
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
払

を
受
け
る
べ
き
新
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
給
与
に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条
例
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
文
京
区

特
別
区
税
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
給
与
に
つ
い
て
提
出
し
た
旧
条
例

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

新
条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
同
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
提
出
し
た
旧
条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
特
別
区
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
付
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ

た
加
熱
式
た
ば
こ
（
新
条
例
付
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
熱
式
た
ば
こ
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
別

区
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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２ 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は

同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
が
行
わ
れ
た
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
同
条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本

数
は
、
同
条
第
三
項
及
び
新
条
例
付
則
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
に
よ
る
も

の
と
す
る
。 

一 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
（
新
条
例
付
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
紙
巻
た
ば
こ
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
数
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
計
算
し
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数 

二 

新
条
例
付
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
計
算
し
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数 

３ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
一
本
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し

ま
す
。 



 



13 

 

議
案
第
三
号 

 
 

 

文
京
区
景
観
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
景
観
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
景
観
づ
く
り
条
例
（
平
成
二
十
五
年
九
月
文
京
区
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
、
区
議
会
議
員
及
び
区
職
員
」
を
「
及
び
区
議
会
議
員
」
に
、
「
委
嘱
し
、
又
は
任
命
す
る
」
を
「
委

嘱
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
小
委
員
会
） 

第
二
十
六
条
の
二 

審
議
会
の
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
審
議
会
に
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

小
委
員
会
は
、
審
議
会
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
し
、
又
は
審
議
し
、
そ
の
経
過
及
び
結
果
を
審
議
会
に
報
告
す
る
。 

３ 

小
委
員
会
は
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
及
び
良
好
な
景
観
づ
く
り
に
資
す
る
と
区
長
が
認
め
た
者
の
う

ち
か
ら
区
長
が
委
嘱
す
る
委
員
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
委
員
十
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
小
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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 （
説 

 

明
） 

文
京
区
景
観
づ
く
り
審
議
会
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 



15 

 

議
案
第
四
号 

 
 

 

文
京
区
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
制
度
に
お
け
る
説
明
義
務
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の
用
途
及
び
建
築

の
規
模
を
定
め
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
制
度
に
お
け
る
説
明
義
務
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の
用
途
及
び
建
築

の
規
模
を
定
め
る
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
に
お
け
る
建
築

士
か
ら
建
築
主
に
対
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
に
係
る
説
明
義
務
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の
用
途
及
び
建
築
の
規
模

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
建
築
士
が
説
明
を
要
す
る
建
築
物
の
用
途
） 

第
二
条 

法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
用
途
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の

用
途
以
外
の
も
の
と
す
る
。 

（
建
築
士
が
説
明
を
要
す
る
建
築
の
規
模
） 

第
三
条 

法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
規
模
は
、
建
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
床
面
積
を
い
う
。
）
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を



 

16 

超
え
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 
付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
建
築
士
が
委
託
を
受
け
た
建
築
物
の
設
計
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

  （
説 

 

明
） 

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
に
お
け
る
説
明
義
務
制
度
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の
用
途
及
び
建
築
の
規
模
に

つ
い
て
定
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
五
号 

 
 

 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
（
平
成
七
年
七
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
一
の
部
本
郷
三
丁
目
自
転
車
駐
車
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

別
表
第
一
の
二
の
部
湯
島
自
転
車
駐
車
場
の
項
中
「
東
京
都
文
京
区
湯
島
四
丁
目
六
番
先
」
を
「
東
京
都
文
京
区
湯
島
三
丁
目
四

十
七
番
先
」
に
改
め
る
。 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  （
説 

 

明
） 

 

湯
島
自
転
車
駐
車
場
の
位
置
を
変
更
し
、
一
時
利
用
制
自
転
車
駐
車
場
を
新
設
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

湯
島
自
転
車
駐
車
場 

東
京
都
文
京
区
湯
島
三
丁
目
四
十
七
番
先 
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議
案
第
六
号 

 
 

 

文
京
区
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
区
長
は
、
」
を
削
り
、
「
別
表
第
一
に
定
め
る
額
を
徴
収
す
る
」
を
「
徴
収
す
る
費
用
の
額
は
、
零
と
す
る
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
一
条 

削
除 

 

別
表
第
一
を
削
り
、
別
表
第
二
を
別
表
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 
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２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
九
月
以
後
の
月
分

の
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
係
る
費
用
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
八
月
以
前
の
月
分
の
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
係
る
費
用

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

令
和
七
年
八
月
以
前
の
月
分
の
保
育
所
に
お
け
る
保
育
に
係
る
費
用
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
改
正
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

保
育
料
の
第
一
子
無
償
化
の
実
施
に
伴
い
、
利
用
者
負
担
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
七
号 

 
 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例

第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
、
「
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を
い
う
」

の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
及
び
次
項
」
を
「
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同

項
第
一
号
中
「
を
行
う
」
を
「
（
次
項
に
お
い
て
「
保
育
内
容
支
援
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
い

う
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
次
項
」
を
「
第
六
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

区
長
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
保
育
内
容
支
援
の
実
施
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め

る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
保
育
内
容
支
援
連
携
協
力
者
を
適
切
に
確
保
す
る
こ
と
。 

二 

次
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。 
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ア 

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
と
保
育
内
容
支
援
連
携
協
力
者
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
分
担
及
び
責
任
の
所
在
が
明
確

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

保
育
内
容
支
援
連
携
協
力
者
の
本
来
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
。 

 

第
四
十
二
条
第
五
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

る
利
用
定
員
が
二
十
人
以
上
の
も
の
」
を
「
（
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
利
用
定
員
が
二
十
人
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
を
行
う
者
」
に
、
「
第
一
項
本
文
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
あ
っ
て
は
」

の
下
に
「
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
加
え
、
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居
宅
訪
問
型
保
育
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
」

を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
各
号
の
保
育
内
容
支
援
連
携
協
力
者
と
は
、
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
若
し
く
は
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
又
は
事
業
所
内
保

育
事
業
を
行
う
者
（
第
五
項
に
お
い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
も
の
を
い
う
。 

４ 

区
長
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
代
替
保
育
の
提
供
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場

合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
代
替
保
育
連
携
協
力
者
を
適
切
に
確
保
し
た
場
合
に
は
、
次
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
と
区
長
が
認
め
る
こ
と
。 

ア 

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
と
代
替
保
育
連
携
協
力
者
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
分
担
及
び
責
任
の
所
在
が
明
確
化
さ

れ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

代
替
保
育
連
携
協
力
者
の
本
来
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 
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二 

区
長
が
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
代
替
保
育
連
携
協
力
者
の
確
保
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
も
な
お

当
該
代
替
保
育
連
携
協
力
者
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
。 

５ 
前
項
各
号
の
代
替
保
育
連
携
協
力
者
と
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

一 

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
場
所
又
は
事
業
所
（
次
号
に
お
い
て
「
事
業
実
施
場
所
」
と
い

う
。
）
以
外
の
場
所
又
は
事
業
所
に
お
い
て
代
替
保
育
が
提
供
さ
れ
る
場
合 

小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
事
業
者
等 

二 

事
業
実
施
場
所
に
お
い
て
代
替
保
育
が
提
供
さ
れ
る
場
合 

事
業
の
規
模
等
を
勘
案
し
て
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
事
業
者
等

と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
と
区
長
が
認
め
る
者 

６ 

区
長
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一
項
第
三
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

区
長
が
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
三
項
（
同
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け

て
い
た
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の
他
の
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
特
定
地
域
型

保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
希
望
に
基
づ

き
、
引
き
続
き
必
要
な
教
育
・
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。 

二 

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

７ 

前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
二
十
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
区
長
が
適
当
と
認

め
る
も
の
を
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
施
設
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
成
を
受
け
て
い
る
者
の
設
置
す
る
施
設
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
二
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項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
又
は
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施

設
で
あ
っ
て
、
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
の
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す

る
費
用
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
補
助
を
受
け
て
い
る
も
の 

 

付
則
第
四
条
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
本
文
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  （
説 

 

明
） 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
連
携
施
設
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
八
号 

 
 

 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
を
行
う
」
を
「
（
次
項
に
お
い
て
「
保
育
内
容
支
援
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

区
長
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
内
容
支
援
の
実
施
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る

場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
が
保
育
内
容
支
援
連
携
協
力
者
を
適
切
に
確
保
す
る
こ
と
。 

二 

次
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。 

 

ア 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
と
保
育
内
容
支
援
連
携
協
力
者
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
分
担
及
び
責
任
の
所
在
が
明
確
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

保
育
内
容
支
援
連
携
協
力
者
の
本
来
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
。 
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第
六
条
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。 

３ 
前
項
各
号
の
保
育
内
容
支
援
連
携
協
力
者
と
は
、
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
若
し
く
は
小
規
模
保
育
事

業
Ｂ
型
又
は
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
（
第
五
項
に
お
い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
も
の
を
い
う
。 

４ 

区
長
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
代
替
保
育
の
提
供
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

一 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
が
代
替
保
育
連
携
協
力
者
を
適
切
に
確
保
し
た
場
合
に
は
、
次
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
と
区
長
が
認
め
る
こ
と
。 

ア 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
と
代
替
保
育
連
携
協
力
者
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
分
担
及
び
責
任
の
所
在
が
明
確
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
。 

イ 

代
替
保
育
連
携
協
力
者
の
本
来
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

区
長
が
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
代
替
保
育
連
携
協
力
者
の
確
保
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
も
な
お
当

該
代
替
保
育
連
携
協
力
者
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
。 

５ 

前
項
各
号
の
代
替
保
育
連
携
協
力
者
と
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

一 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
が
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
場
所
又
は
事
業
所
（
次
号
に
お
い
て
「
事
業
実
施
場
所
」
と
い
う
。
）

以
外
の
場
所
又
は
事
業
所
に
お
い
て
代
替
保
育
が
提
供
さ
れ
る
場
合 
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
事
業
者
等 

二 

事
業
実
施
場
所
に
お
い
て
代
替
保
育
が
提
供
さ
れ
る
場
合 

事
業
の
規
模
等
を
勘
案
し
て
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
事
業
者
等

と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
と
区
長
が
認
め
る
者 
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６ 

区
長
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一
項
第
三
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
一 

区
長
が
、
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供

を
受
け
て
い
た
利
用
乳
幼
児
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の
他
の
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際

し
て
、
利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
必
要
な
教
育
又
は
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置

を
講
じ
て
い
る
と
き
。 

二 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
、
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

７ 

前
項
（
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
施
設
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
二
十
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
区
長
が
適
当
と
認
め
る
も

の
を
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
施
設
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
成
を
受
け
て
い
る
者
の
設
置
す
る
施
設
（
法
第
六
条

の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
法
第
六
条
の
三
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
の
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す
る
費
用
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
補

助
を
受
け
て
い
る
も
の 

 

付
則
第
三
条
中
「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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 （
説 

 

明
） 

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

連
携
施
設
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
九
号 

 
 

 

文
京
区
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例
（
平
成
二
十
七
年
十
月
文
京
区
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

 
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
七
年
九
月
以
後
の
月
分
の
保

育
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
八
月
以
前
の
月
分
の
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

保
育
料
の
第
一
子
無
償
化
の
実
施
に
伴
い
、
利
用
者
負
担
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
十
号 

 
 

 

文
京
区
立
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
（
令
和
六
年
九
月
文
京
区
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
保
育
料
等
」
を
「
預
か
り
保
育
料
」
に
改
め
、
同
条
中
「
区
長
等
」
を
「
委
員
会
」
に
、
「
保
育
料
等
」

を
「
預
か
り
保
育
料
」
に
改
め
る
。 

 

付 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
立
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
二
項
の

規
定
は
、
令
和
七
年
九
月
以
後
の
月
分
の
保
育
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
八
月
以
前
の
月
分
の
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

令
和
七
年
八
月
以
前
の
月
分
の
保
育
料
等
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
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に
よ
る
。 

  

（
説 

 
明
） 

 

保
育
料
の
第
一
子
無
償
化
の
実
施
に
伴
い
、
利
用
者
負
担
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
十
一
号 

 
 

 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
機
械
設
備
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
機
械
設
備
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
二
億
千
四
百
六
十
二
万
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

Ｒ
Ｅ
Ｃ
・
松
嶋
建
設
共
同
企
業
体 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
三
丁
目
四
十
六
番
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
Ｒ
Ｅ
Ｃ
東
京
本
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

執
行
役
員
本
店
長 

板
倉
信
幸 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
本
郷
四
丁
目
三
十
五
番
十
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松
嶋
建
設
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

安
田
洋
之 
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（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
三
十
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
十
二
号 

 
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
低
層
及
び
高
層
用
昇
降
機
設
備
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
低
層
及
び
高
層
用
昇
降
機
設
備
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
低
層
及
び
高
層
用
昇
降
機
設
備
改
修
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
低
層
及
び
高
層
用
昇
降
機
設
備
改
修
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
十
三
億
八
千
五
十
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
五
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
菱
電
機
ビ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社
東
日
本
支
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
締
役
常
務
執
行
役
員
支
社
長 

宇
和
川
慎
一 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
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び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
十
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 
令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
九
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
十
年
度 
債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
第
九
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
） 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
三
億
四
千
二
百
八
十
一
万
五
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
二
丁
目
十
九
番
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト
リ
ヤ
マ
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

鳥
山
幸
得
太 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及



 

38 

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 



39 

 

議
案
第
十
四
号 

 
 

 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
） 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
三
億
三
千
三
百
六
十
三
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
石
四
丁
目
二
十
六
番
十
九
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
リ
ン
・
ド
ス 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

東
海
林
諭 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及



 

40 

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 



41 

 

議
案
第
十
五
号 

 
 

 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
第
八
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
） 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
三
億
九
百
四
十
九
万
六
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
二
丁
目
四
十
二
番
八
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
上
之
原
工
務
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

上
之
原
一
光 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及



 

42 

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 



43 

 

議
案
第
十
六
号 

 
 

 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
林
町
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
） 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
三
億
百
五
十
七
万
六
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
本
郷
二
丁
目
三
十
一
番
十
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊
藤
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

佐
々
木
淳
子 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及



 

44 

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 



45 

 

議
案
第
十
七
号 

 
 

 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
第
一
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
） 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
二
億
六
千
五
百
四
十
一
万
九
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六―

一
〇
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
口
建
設
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

山
口
巖 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及



 

46 

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 



47 

 

議
案
第
十
八
号 

 
 

 

文
京
区
立
湯
島
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
湯
島
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
湯
島
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
湯
島
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
） 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
二
億
九
百
九
十
一
万
三
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
本
郷
二
丁
目
三
十
一
番
十
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊
藤
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

佐
々
木
淳
子 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及



 

48 

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 



49 

 

議
案
第
十
九
号 

 
 

 

文
京
区
立
大
塚
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
大
塚
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
大
塚
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
）
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
大
塚
小
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
） 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
一
億
九
千
三
百
六
十
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
二
丁
目
四
十
二
番
八
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
上
之
原
工
務
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

上
之
原
一
光 

  

（
説 
 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出



 

50 

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 
考
） 

一 

工 
 

 
期 

 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

二 

支

出

科

目 
 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 



51 

 

議
案
第
二
十
号 

 
 

 

文
京
区
立
白
山
東
児
童
館
・
白
山
東
会
館
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
白
山
東
児
童
館
・
白
山
東
会
館
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
白
山
東
児
童
館
・
白
山
東
会
館
改
修
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
白
山
東
児
童
館
・
白
山
東
会
館
改
修
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
三
億
五
千
三
百
七
十
万
五
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六―

一
〇
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
口
建
設
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

山
口
巖 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
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び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
六
月
三
十
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 
令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 



 


